
広 告 遺言・相続・成年後見・離婚のご相談は、地元日高市の
年中無休９時～18時 ☎０４２－９８５－７５６６ （行政書士　田中諭）　　　　　　　　　　　　　　　　　へアイビー行政書士事務所

２月27日、日高市感謝状贈呈式を行いました

問い合わせ　政策秘書課秘書担当

お知らせ

　日頃のボランティア活動等を通じて、市政の振興発展に貢献いただいた人に、感謝の意を表するものです。

団体の部【３団体】（順不同・敬称略）

個人の部【18人】（順不同・敬称略）

道路美化活動　奥武蔵マウンテンバイク友の会
　　　　　　　　太田鉄工株式会社

スポーツ功績　スバルＳＣ日高

元行政経営審議会委員
新井淳子
井上誠人
宮下春樹
荻野真弓
市民カメラマン
鯉沼治夫
平田源二
元保護司会更生保護女性会員
横手きよ子
元児童福祉審議会委員
長﨑麻比子
元いじめ問題専門委員会委員長
伊藤輝雄
元いじめ問題専門委員会委員
平井進

高麗川小学校ふれあい推進委員
石井建次
加藤雄三郎
深田美智子
元高麗地区青少年健全育成の会会長
元地域学校協働活動推進員
黒木一夫
元高麗川南公民館企画運営委員
平野紀子
元武蔵台・横手台地区スポーツ協会役員
青木嗣夫
元農業委員会委員
元行政経営審議会委員
瀨良早苗
元農業委員会委員
金子純子

野生動物から農作物を守りましょう

問い合わせ　産業振興課農政担当

お知らせ

　野生動物（イノシシ・アライグマ等）による農作
物被害が増加しています。田畑の農作物が野生動
物の餌になると個体数および被害が増加します。
野生動物の被害を受けやすい作物を栽培する際は、
被害防止対策をお願いします。
被 害を受けやすい作物　いも類・スイカ・トウモ
ロコシ・水稲・落花生・イチゴ・果樹類

対策方法
イ ノシシ・ニホンジカ　電気柵および金網等で栽
培場所を囲んでください。

ア ライグマ・ハクビシン　電気柵およびネット等
で栽培場所を囲んでください。

鳥類　防鳥ネット等で栽培場所を囲んでください。
※身を隠せるやぶ・草むら・収穫後の残りかす・
放置果樹等を減らすことも有効な対策です。

対策費用の一部を補助します
対 象　市内の農用地に被害防止柵を設置する、農用地の
所有者または利用権の設定者で市税に滞納の無い人

対 象費用　電気柵および金網やネット等の物理的に侵
入を防ぐ防護柵の購入および設置費用

補助金額　対策費用の２分の１（上限２万円）
申 請書類　申請書、設置場所の案内図および現況写真、
見積書等の概算費用が分かる書類

申 し込み　４月７日（火）以降に、電子申請
または申請書類を直接担当へ

※予算がなくなり次第終了となります。
※申請書は担当窓口で配布、または市ホームページか
らダウンロードできます。
※交付決定前に購入および設置した防護柵の費用は補
助を受けられません。
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広 告 相続手続き、遺産分割、遺言書作成など 行政書士、FP、消費生活アドバイザー　関谷秀晃
☎090－7719－2703・042－981－7902

相談無料
いつでも相談可

家庭で不要になった植物性食用油を回収します

問い合わせ　環境課廃棄物対策担当

お知らせ

出せるもの
〇家庭で使用済みとなった植物性食用油
〇賞味期限切れで未使用の植物性食用油
※ラードなどの動物性油、エンジンオイルなどの工業用油、
飲食店など事業活動から排出される油は回収できません。
出 し方　廃食油は、揚げかすなどの異物を取り除いてから、
ペットボトルなどの容器に入れ、下記の公共施設に設置
する回収ボックスに入れてください。
※賞味期限切れで未使用の油については、そのままの状態
で出せます。
回収ボックス設置施設（８か所）
　市役所、各公民館、総合福祉センター「高麗の郷」

　市では、家庭から排出される使用済み・賞味
期限切れの植物性食用油（廃食油）の回収を、新
たに開始します。
　市役所や公民館などの市内公共施設に回収ボ
ックスを設置します。これまで、家庭から排出
された廃食油は、可燃ごみとして処理されてき
ました。今後回収した廃食油は、バイオディー
ゼル燃料（B5軽油）としてリサイクルされ、デ
ィーゼル車などの燃料として活用されます。
　家庭から排出する廃食油の回収にご協力くだ
さい。
開始日　５月１日（金）

きれいな川を守ろう！
合併処理浄化槽に転換する費用を補助します

問い合わせ　環境課生活環境担当

お知らせ

転換補助
上限額

配管費補助
上限額

処分費補助
上限額

通常型
５人槽 384,000円

200,000円 90,000円７人槽 462,000円
10人槽 585,000円

高度処理型
（地下浸透適合）

５人槽 474,000円
200,000円 90,000円７人槽 615,000円

10人槽 723,000円

　補助金交付に関する様式は、市ホームページからダウンロードまたは担当で配布してい
ます。補助金の交付決定通知前に工事を着工してしまうと、補助金を交付できなくなります。実際
の工事費用は、各家庭の条件（地形や配管等）により異なります。転換において、道路側溝等の放流
先がない場合は、高度処理型浄化槽を設置することで、地下浸透方式により宅地内の処理が可能です。

受付期間　４月15日（水）～11月30日（月）
※予算がなくなり次第終了となります。
受付場所　市役所３階環境課
対 象　市で指定する浄化槽処理促進区域内の専用
住宅または併用住宅において、10人槽以下の合
併処理浄化槽に転換する人

※一部対象外の地域があります。詳しくは、お問
い合わせください。

補助金額　工事費と下表の金額のいずれか低い金額

　河川などの水質を保全するため、住宅の単独処理浄化槽またはくみ取り便槽を合併処理浄化槽に転換する場合、
その工事費用の一部を予算の範囲内で補助しています。

単独処理浄化槽から
合併処理浄化槽へ転換すると
排水の汚れを８分の１に
低減できるよ

各家庭から出された可燃ごみの速報値です

問い合わせ　環境課廃棄物対策担当

令和８年２月の可燃ごみ 昨年同月との比較
全体量 634.56 ｔ ＋ 1.11 ｔ
処理費用 27,920,640 円 ＋ 48,840 円
１人当たりの量 11.82 kg ＋ 0.11 kg
１人当たりの処理費用 520 円 ＋ 5 円

くりっかーの可燃ごみレポート
　粗大ごみの事前予約は、インターネット
予約が大変便利です。予約期限は、収集日
の前日の午後５時までで、予約にはメール
アドレスが必要になります。事前予約する
際は、ぜひご利用ください。

※数値は四捨五入しています。
※処理費用は、全体量に44,000円／ｔ
　を乗じたものです。
※１人当たりは、当該月の総人口を
　基に算出しています。

注意事項
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